
（参考１）

平成２２年度山地災害防止キャンペーン実施要領

１ 目 的

近年、山地の崩壊・土石流・地すべり等の山地災害が多発し、人命・財産に甚大な被

害が及んでいることにかんがみ、山地災害防止に対する国民の理解と関心を深めるとと

もに、山地災害に対する危機管理体制を強化するため、本格的な梅雨期を前にして山地

防災に関する情報収集活動の強化、山地災害危険地区等の周知徹底、避難体制の整備等

に寄与する取り組みを推進し、地域住民の防災意識の高揚に資することを目的とする。

２ 実施期間

平成２２年５月２０日(木)から平成２２年６月３０日(水)まで

３ 実施主体

林野庁、都道府県、市町村

４ 協 賛

（社）日本治山治水協会

５ 山地災害防止標語

ふるさとの未来を守る 治山事業

６ 実施事項

山地災害を未然に防止するため、関係機関、関係団体及び地域住民等と緊密な連携を

図り、次に掲げる活動を積極的に実施するものとする。

(１) 広報活動の推進

報道機関の協力を得つつ、地域住民及び災害時要援護者関連施設の管理者等を対

象として、ポスターの掲示、パンフレットの配布、ホームページへの掲載等により、

山地災害の未然防止に関する広報活動を推進する。

(２) 山地防災情報の周知活動等の強化

山地災害危険地区等の山地防災に関する情報の収集及び地域住民等への周知活動

等の強化を図る。

(３) 保安林の適切な管理の推進

保安林の機能を損なう無断転用等を未然に防止するため、保安林制度の周知や保

安林の巡視の実施等、保安林の適切な管理に努める。



(４) 地域の実情に応じた取組の推進

ア 山地防災パトロール等の実施

山地防災ヘルパー、地域住民及び災害時要援護者関連施設の管理者等と連携し、

人家・災害時要援護者関連施設等の周辺における山地災害危険地区及び治山施設等

の点検を実施する。また、山地防災ヘルパーを対象とした研修会等を実施する。

イ 災害時要援護者関連施設に対する情報提供等の実施

災害時要援護者関連施設に係る防災体制の整備に寄与するため、関係機関と協力

して当該施設の管理者等を対象とした説明会等を開催し、山地防災に関する情報提

供等を実施する。

ウ 災害発生時の警戒・避難体制の整備

山地災害発生時における被害状況の迅速な把握、早急な応急対策・復旧対策の実

施、二次災害防止のための予防措置等を円滑に実施するため、地域ごとに関係機関

と連携を図りながら災害発生時の対応マニュアルの整備を進める。

また、当該マニュアルに基づき、関係機関と密接な連携を図りつつ、災害を想定

した地域住民等の避難や応急対策等の訓練を実施するなど、山地災害発生時におけ

る警戒避難体制の整備に寄与するよう努める。

エ 治山事業等の広報活動等の実施

関係機関と協力して治山事業施工地の見学会等を開催し、治山事業の重要性を積

極的に広報するとともに、地域住民の防災意識の普及・向上を図る。

オ 山地災害防止標語等の募集活動への協力

当キャンペーンに関連して（社）日本治山治水協会が実施する「平成２２年度山

地災害防止標語及び写真コンクール作品募集｣活動について、関係部局、学校、地

域住民等への周知に努めるなど、積極的に協力する。


